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平成 25 年度 財政健全化審査意見書 
 
 

第１    審 査 の 対 象 
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率及び 

その算定の基礎となる事項を記載した書類。 
 
 

第２   審 査 の 期 間 
平成 26 年 7 月 7 日から 8 月 8 日まで 

 
 

第３   審 査 の 概 要 
この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率、資金不足比率及びその算 

定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 
 
 

第４   審 査 の 結 果 
    後述のとおりである。 
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Ⅰ  財政健全化判断比率  

(1) 総合意見 
審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

 
 
 

 
 
 
 

※ ―表示については比率がないことを示す。 

 
 

 (2) 個別意見   
① 実質赤字比率 

平成 25 年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であるため実質赤字額がなく、実質

赤字比率は早期健全化基準の 14.02％を下回っており、良好な状態を示している。 
 

② 連結実質赤字比率 
平成 25 年度の連結実質赤字比率は、連結実質収支が黒字であるため連結実質赤字

比率がなく、連結実質赤字比率は早期健全化基準の 19.02％を下回っており、良好な状

態を示している。 
 

③ 実質公債費比率 
平成 25 年度の実質公債費比率は 9.6％で、早期健全化基準の 25.0％を下回っており、

良好な状態を示している。 
 

④ 将来負担比率 
平成 25 年度の将来負担比率は△37.5％で、将来負担比率はなく早期健全化基準の

350.0％を下回っており、良好な状態を示している。   
   
  

(3) 是正改善を要する事項 
特に指摘すべき事項はない。 

(単位：％)

財政健全化
判 断 比 率

早期健全化
基  　　準

財政健全化
判 断 比 率

早期健全化
基  　　準

① 実 質 赤 字 比 率 ― 14.09 ― 14.02 20.00

② 連 結 実 質 赤 字 比 率 ― 19.09 ― 19.02 30.00

③ 実 質 公 債 費 比 率 9.7 25.0 9.6 25.0 35.0

④ 将 来 負 担 比 率 ― 350.0 ― 350.0

財政再生
基 　 準区　　　分

平成24年度 平成25年度

　財政健全化判断比率
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Ⅱ  資金不足比率  

(1)  総合意見 
審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

 

(単位：％)

平成24年度 平成25年度

① 亘理町公共下水道事業特別会計 ― ― 20.0

② わたり温泉鳥の海特別会計 ― ― 20.0

③ 亘理町工業用地等造成事業特別会計 ― ― 20.0

資金不足比率
     特  別  会  計  (法非適用企業)

経営健全化
基  準

　資 金 不 足 比 率

 
※ ―表示については比率がないことを示す。 

 
(2) 個別意見 

① 亘理町公共下水道事業特別会計 
平成 25 年度亘理町公共下水道事業特別会計の資金不足はなく、資金不足比率は発生

していない。したがって、経営健全化基準の 20.0％と比較すると、なお、良好な状態にある

と認められる。 
 
② わたり温泉鳥の海特別会計 

平成 25 年度わたり温泉鳥の海特別会計の資金不足はなく、資金不足比率は発生してい

ない。したがって、経営健全化基準の 20.0％と比較すると、なお、良好な状態にあると認め

られる。 
 

③ 亘理町工業用地等造成事業特別会計 
平成 25 年度亘理町工業用地等造成事業特別会計の資金不足はなく、資金不足比率は

発生していない。したがって、経営健全化基準の 20.0％と比較すると、なお、良好な状態に

あると認められる。 
 
 

(3) 是正改善を要する事項 
特に指摘すべき事項はない。 
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Ⅲ  財政健全化判断比率の計算 
① 実質公債費比率の計算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 将来負担比率の計算 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 公営企業会計に係る資金不足額の計算 

(単位:千円.％)

流動資産 流動負債
企業債償還

一年基準

資金不足

剰余額

水道事業会計 755,370 138,605 158,788 457,977

歳    入 歳    出
翌年度へ繰越

すべき財源
実質収支

下水道事業特別会計 2,424,464 2,286,001 100,523 37,940

わたり温泉鳥の海特別会計 1,279,199 1,278,904 0 295

工業用地等造成事業特別会計 152,344 152,243 0 101

法非適用企業

会         計       名

会         計       名

法適用企業

 

(単位:千円.％)

平成23年度 平成24年度 平成25年度

(単位:千円・%)

平成23年度 平成24年度 平成25年度

①　将来負担額 19,345,179 18,974,721 18,683,459

一般会計等地方債現在高 9,471,165 9,536,910 9,756,563

債務負担行為に基づく支出予定額 39,617 34,093 31,521

公営企業債等繰入見込み額 7,761,196 7,408,445 6,966,412

組合等負担等見込額 43,521 24,184 34,503

退職手当負担見込額 2,029,680 1,971,089 1,894,460

設立法人の負債額負担見込額 0 0 0

連結実質赤字額 0 0 0

組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0

②　充当可能基金額 4,817,591 7,604,443 7,059,046

③　特定財源見込額 2,559,689 2,381,187 2,157,831

④　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 11,736,363 11,838,450 11,811,656

⑤　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額 806,677 815,759 843,316

標準財政規模 7,005,586 6,865,339 7,096,591

将来負担比率 3.74
―

（△47.10％）
―

（△37.5％）

△ 47.10011 △ 37.50153

標準財政規模　　-　　⑤

区                   分

≒ 3.73511

①　- (②　+　③　+　④)

将来負担比率 =

(単位:千円.％)

年     度 前 年 度 対

 区     分 増 減

△ 7,004

843,316         27,557
元利償還金・準元利償還金に係る基準
財 政 算 入 額

806,677         

実 質 公 債 費 比 率 （ 3 ヶ 年 平 均 ）

7,005,586

8.92607         

(①+②)　-   (③+④)

標 準 財 政 規 模

平成23年度

895,053         元 利 償 還 金

231,2527,096,591

629,005         

平成24年度 平成25年度

= 9.67127%実質公債費比率

①

④

標準財政規模　　-　　④

の３ヵ年の平均       ≒

122,570         

② 617,560         636,363         

③ 特 定 財 源 124,012         129,574         

927,979         924,156         

準 元 利 償 還 金

△ 29,103

△ 7,358

6,865,339

△ 1.24300

9.6

9.91868         年 度 毎 の 比 率

815,759         

10.16907       



 
 

亘監第    52    号 
平成 26 年 8 月 20 日 

      
         亘理町長   齋 藤    貞  殿 

 
                                             亘理町監査委員  齋 藤    功 
                                             亘理町監査委員  安 藤 美重子 
 

 
水道事業会計経営健全化審査意見書の提出について 

 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定に基づき、町長より審 

査に付された平成 25 年度水道事業の資金不足比率について審査したので別紙のとおり意 
見書を提出します。 
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 平成 25 年度 亘理町水道事業会計経営健全化審査意見書 
 
 

第 1   審 査 の 対 象 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

 

第 2   審 査 の 期 間 

平成 26 年 6 月 11 日から 8 月 8 日まで 

 

 

第 3   審 査 の 概 要 

この経営健全化の審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎 

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

 

第 4   審 査 の 結 果 

         後述するとおりである。 
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     (1)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、 

いずれも適正に作成されているものと認められる。 
 

記        
 
       Ⅰ 資金不足比率 

         

(単位：％)

平成24年度 平成25年度

― ―亘理町水道事業会計

※  ―表示については比率がないことを示す。

経営健全化

基　　　　　準

20.0

公 営 企 業 会 計 の 名 称
資金不足比率

 
 
 
 
(2)  個別意見 

① 資金不足比率について 

決算審査意見書に記載した亘理町水道事業会計の財務の短期流動性を表示する

流動比率は 544.98％となっているが、経営健全化審査における資金不足比率を算出

するにあたって、平成 26 年度に償還する企業債の予定額を「１年基準」に基づき流動

負債に算入して計算すると、実質流動比率は 254.00％となる。 

したがって、実質的な資金不足比率は△58.53％となり資金不足状態にはなく、資金

不足比率の経営健全化基準の 20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 
    
  
  

(3) 是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はない。  
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Ⅱ 資金不足比率の計算 

 
① 公営企業会計に係る資金不足額の計算 

(単位:円)

会  計  名 流動資産 流動負債
企業債償還

１年基準

水道事業会計 755,370,145 138,605,367 158,788,000 457,976,778

法
適
用
企
業

資金不足
剰余額

 
     
 

② 水道事業会計に係る資金不足比率の計算 
(単位：円・％)

流動負債 + 建築改良費等以外の経費に対する企業債の残高

-

= 138,605,367 + 1,524,992 - = -615,239,786

流動負債 + 建築改良費等以外の経費に対する企業債の残高

-

138,605,367 + 1,524,992 -

　　　　　　　流動資産

流動負債 + 翌年度償還予定企業債

138,605,367 + 158,788,000

流動負債 + 翌年度償還予定企業債（予算額） - 流動資産

138,605,367 - 158,788,000 - 755,370,145

（流動資産　-　翌年度に繰り越される支出の財源充当額）

（755,370,145　-　0）

（流動資産　-　翌年度に繰り越される支出の財源充当額）

（営業収益　-　受託工事収益）

≒=

（755,370,145　-　0）

（　782,518,733　-　0　）
= ≒ -78.62

資 金 不 足 比 率

営業収益

782,518,733

実質資金不足比率

= ≒ -58.53

254.00755,730,145

実 質 流 動 比 率

資 金 不 足 額
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